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お
み
や
げ
を
楽
し
み
に
各
社
の
会
場
を
は
し

ご
。
そ
ん
な
参
加
者
も
い
た
株
主
総
会
が
、
コ

ロ
ナ
禍
で

一
変
し
て
い
る
◇
感
染
防
止
で
来
場

者
を
減
ら
そ
う
と
、
お
み
や
げ
を
や
め
た
り
、

オ
ン
ラ
イ
ン
化
を
進
め
た
り
。
６
月
総
会
は
ネ

ッ
ト
配
信
が
前
年
の
２

●
６
倍
に
増
加
。　
一
部

企
業
は
完
全
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
に
向
け
、
定
款

変
更

へ
動
き
出
し
た
拘
た
だ
、
経
営
者
に
都
合

の
よ
い
運
営
を
警
戒
す
る
声
も
あ
る
。

ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
開
発
会
社
の
ア
ス
テ
リ
ア
が
２６
日
に

開
い
た

「出
席
型
」
の
オ
ン
ラ
イ
ン
株
主
総
会
。
株

主
の
来
場
が
な
く
、
経
営
陣
も
含
め
た
全
員
が
オ
ン

ラ
イ
ン
参
加
に
は

つ
化
と
か
う
Ｈ
司
性
是
共

来場者滅ヘ ネット配信・ おみやげ廃止も
株主総会のオンライン対応が進む
各年6月総会、三菱UF」信託銀行への取材から。
ネット行使は同行のシステム採用企業

ヤ
フ
ー
や
Ｌ
工
Ｎ
Ｅ
の
親
会

社
Ｚ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

（
Ｈ

Ｄ
）
は
・８
日
の
総
会
で
、
完
全

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
運
営
を
今
後

可
能
と
す
る
定
款
変
更
議
案
を

出
し
た
。
川
辺
健
太
郎
社
長
は

「移
動
時
間
や
費
用
な
ど
の
制

約
を
取
り
除
き
、
株
主
が
平
等

に
参
加
で
き
る
機
会
を
提
供
で

き
る
。
会
場
の
コ
ス
ト
削
減
に1弊 5'炉            |
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■ 3種類あるオンライン活用の株主総会

オ ンライ ン

併用・ 参加型

る
も
の
を
作

っ
て
い
き
た
い
」

と
語
り
、
原
案
通
り
可
決
さ
れ

た
。株

主
総
会
は
会
社
法
の
規
定

で
、
場
所
を
定
め
て
招
集
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
オ
ン
ラ

イ
ン
の
み
で
は
従
来
開
け
な
か

っ
た
。
コ
ロ
ナ
禍
を
受
け
、
特

例
で
認
め
る
改
正
産
業
競
争
力

強
化
法
が
９
日
成
立
。
６
月
の

総
会
に
は
間
に
合
わ
な
か

っ
た

が
、
次
回
以
降
に
オ
ン
ラ
イ
ン

で
開
く
た
め
の
議
案
が

一
部
企

業
で
出
た
。
Ｚ
Ｈ
Ｄ
の
ほ
か
武

田
薬
品
工
業
や
三
井
住
友
フ
ィ

ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
ト
ソ
フ

ト
バ
ン
ク
グ
ル
ー
プ
な
ど
計
１０

社
。

２８
日
ま
で
に
総
会
が
あ

っ

た
全
８
社
で
可
決
さ
れ
た
。

感
染
を
防
ぐ
た
め
、
各
企
業

の
集
計
で
は
上
場
企
業
の
６
月

総
会
で
の
お
み
や
げ
廃
止
は
約

３
分
の
２
の
１
５
６
３
社
。
来

場
し
な
い
株
主
か
ら
事
前
質
問

を
受
け
る
企
業
も
倍
増
し
た
。

総
会
の
ネ
ッ
ト
配
信
は
３
２

０
社
で
前
年
の
１
２
２
社
か
ら

急
増
。
た
だ
、
全
体
の
約
１４
％

に
過
ぎ
ず
、
質
問
や
議
決
権
行

使
も
ネ
ッ
ト
で
で
き
る

「出
席

型
」
は
・４
社
に
と
ど
ま
る
。

三
井
住
友
信
託
銀
行
の
斎
藤

誠
氏
に
よ
る
と
、
通
信
が
途
切

れ
る
恐
れ
も
あ
り
、

「
リ
ス
ク

を
低
く
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら

よ
い
か
」
と
の
相
談
が
多
く
寄

せ
ら
れ
た
と
い
う
。

「
ラ
イ
ブ

中
継
で
も
実
務
的
な
ハ
ー
ド
ル

が
あ
る
。
出
席
型

へ

一
気
に
移

行
す
る
の
は
難
し
い
印
象
だ
」

「株
主
と
の
交
流
妨
げ
る
」指
摘

、企
業
が
不
都
合
な
質
問
を
受

け
な
か

っ
た
り
、
株
主
か
ら
の

追
及
を
避
け
る
た
め
に
使

っ
た

り
。
そ
ん
な
不
安
も
オ
ン
ラ
イ

ン
開
催
に
は
あ
る
。
米
大
手
議

決
権
行
使
助
言
会
社
Ｉ
Ｓ
Ｓ
は

「株
主
が
行
う
取
締
役
の
責
任

追
及
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性

や
、
経
営
陣
と
株
主
の
有
意
義

な
交
流
を
妨
げ
る
可
能
性
が
あ

る
」
な
ど
と
し
て
、
コ
ン
サ
ル

テ
ィ
ン
グ
会
社
の
ア
イ

・
ア
ー

ル
ジ
ャ
パ
ン
Ｈ
Ｄ
の
定
款
変
更

議
案
に
反
対
を
推
奨
し
た
。

一
方
、
同
業
の
米
グ
ラ
ス
ル

イ

ス
は
反
対
推
奨

し
て
お
ら

ず
、
上
野
直
子
氏
は

「将
来
的

な
不
安
材
料
と
比
較
し
て
プ
ラ

ス
が
大
き
い
と
考
え
た
。
た

だ
、
運
用
方
法
が
ま
ず
け
れ
ば

取
締
役
選
任
に
反
対
助
言
を
す

る
可
能
性
は
あ
る
」
と
話
す
。

大
和
総
研
の
吉
川
英
徳
氏
は

便
利
な
オ
ン
ラ
イ
ン
型
が
今
後

普
及
す
る
と
み
る
が
、

「株
主

と
の
交
流
の
場
と
し
て
対
面
を

い
ま
だ
重
視
す
る
経
営
者
も
い

る
。
両
方
の
組
み
合
わ
せ
な
ど

総
会
の
姿
は
徐
々
に
変
わ
る
だ

ろ
う
」
と
い
う
。

「
こ
れ
ま
で

の
対
面
開
催
を
前
提
と
せ
ず
、

新
た
な
ル
ー
ル
を
作

っ
て
い
く

必
要
が
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。

（益
田
暢
子
、
稲
垣
千
駿
）


